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西日本旅客鉄道株式会社福知山線の列車脱線事故に係る対応について

平成１７年４月２５日に発生した西日本旅客鉄道株式会社福知山線の列車脱線事故

について、平成１９年６月２８日、航空・鉄道事故調査委員会から別紙のとおり建議

がされたところである。

これを踏まえ、貴局管内鉄軌道事業者に対し、下記のとおり改善を図るよう指導さ

れたい。

なお、３．については、別添のとおり、メーカー等に対し、関係協会を通じ、関係

法令等の周知徹底について通知したので念のため申し添える。

記

１．インシデント等の把握及び活用方法の改善

事故、事故が発生するおそれがある事態その他輸送の安全を脅かす事態及び事故

の防止対策に有効な情報があった場合には、乗務員等からの報告のみならず、設置

が進められている「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成１３年国土交

通省令第１５１号)第８６条の２の規定による列車の運転状況を記録する装置及び

既存の車両のモニター装置、運転指令所の運行管理装置等を活用し、発生した鉄軌

道事業者において、客観的な原因分析及び再発防止対策の検討と適確な対策を講じ

ること。



また、乗務員等から自発的にインシデント等が報告されるように、鉄軌道事業者

内の報告制度を非懲罰的なものとすることなど、安全管理規程に基づき安全対策に

資するための報告制度の充実に取り組むこと。

さらに、これらを含め事故、インシデントの鉄道事故等報告規則等による報告に

当たっては、事故等情報の活用の意義に則し、他事業者、他区所においても事故の

未然防止に活用ができるように、図表を添付するなど概況及び再発防止対策等を可

能な限り具体的に整理・記載すること。

２．列車無線による交信の制限

列車無線による交信については、列車を臨時に徐行させる旨の指示や前列車の

乗務員からの遮断桿折損、異常動揺などの報告内容の確認依頼など輸送の安全確

保に重要な役割を果たしていることに鑑み、運転指令と乗務員間において、迅速

に連絡通報することができる列車無線の機能を最大限発揮させるため、次の事項

に留意して取り扱うこととし、一層の輸送の安全確保に資するものとすること。

( ) 運転指令と動力車を操縦する係員間で行われる列車無線による交信は、列車の1

安全な運行を妨げることのないよう、動力車を操縦する係員の判断を優先して行

うこと。

( ) 走行中の列車の動力車を操縦する係員が列車無線による交信内容を記録するこ2

、 、 。とは 新幹線等の高度な保安システムを使用している場合を除き 禁止すること

ただし、列車無線による交信内容が簡易な場合等、動力車を操縦する係員が列車

の安全な運行を妨げることがないと判断した場合はこの限りでない。

３．メーカー担当者等への関係法令等の周知徹底

( ) 鉄軌道事業者において、車両機器、信号機器等の安全上重要な機器の製造をメ1

ーカーに発注する場合は、受注したメーカーにおいて十分な品質管理が行われる

よう、当該メーカーに対し、直接の担当者を含め関係法令等が周知徹底されるよ

う必要な措置を講ずること。

( ) 鉄軌道事業者において、車両及び施設の保守を外部委託する場合は、委託先に2

対し、直接の担当者を含め関係法令等が周知徹底されるよう必要な措置を講ずる

こと。


